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(1) むし歯予防の意義

　むし歯は多くの人が経験する疾患ですが、最もむし歯になりやすい時期は歯の萌出後１～２

年間です。そのため、永久歯のむし歯予防は就学前（4 歳）から中学校卒業の時期が最も効果

的です。

　宮崎県の 12 歳児（中学 1 年生）の一人平均むし歯数は年々減少傾向にありますが、全国と

比較するとむし歯が多くなっています（図１）。

　また、宮崎県が平成 27 年に実施した調査によると歯を失う原因の 6 割強がむし歯です（図２）。

　一度できて穴があいてしまったむし歯は決して元の健康な歯には戻らないため、むし歯が発

生しやすい時期にしっかり予防しておくことが、生涯を通じて歯と口の健康を保つための第一

歩と言えます。

１　フッ化物応用によるむし歯予防について

図２　宮崎県の抜歯原因
（H27年度抜歯の原因調査：宮崎県健康増進課）

むし歯 64.4%
歯周病 27.6%

その他 8.0%

図１　12 歳児一人平均むし歯数の推移
（学校保健統計調査：文部科学省）
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フッ化物の応用
・フッ化物洗口
・フッ化物塗布
・フッ化物配合歯磨剤
・水道水へのフッ化物添加
　（フッ素濃度適正化）

むし歯になりやすい奥歯の

かみ合わせの溝などは、歯

みがきで汚れを除去するこ

とができないため、歯みが

きだけでむし歯を予防する

ことはできません。

歯ブラシで溝の奥は磨けません
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○水道水フッ素濃度調整（水道水フロリデーション）

○フッ化物添加食塩

○フッ化物添加ミルク　など

全身応用法

○フッ化物配合歯磨剤（液体、スプレー等含む）

○フッ化物塗布

○フッ化物洗口　など

局所応用法

フッ化物塗布 フッ化物洗口フッ化物配合歯磨剤
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図５　フッ化物洗口実施期間別

12 歳児一人平均むし歯数の比較
（「フッ化物洗口マニュアル」新潟県（H27.3））

図６　宮崎県内におけるフッ化物洗口

実施期間別 12 歳児一人平均むし歯数

２

１

０

フッ化物洗口長期実施
未実施または短期間

図 7　12 歳児一人平均むし歯数の推移
　（出典）宮崎県の学校における歯科保健統計（宮崎県健康増進課）

　          学校保健統計調査（文部科学省）
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(7) 健康格差の縮小効果

　保育所、幼稚園、認定こども園及び学校等で実施するフッ化物洗口は、家庭の事情に左右さ

れないため、家庭で個人的に実施するよりも継続しやすいと言われています。また、時間的な

理由や経済的な理由などで、家庭でのケアが必ずしも誰にでもできるわけではないため、集団

でフッ化物洗口を実施することは、家庭環境によらず効果が得られ、健康格差の縮小につなが

ることが知られています。 

　３歳児の乳歯むし歯が多い地域ほど、学校などでの洗口の効果が大きく、12 歳児のむし歯

が少なくなることが示され、都道府県間のむし歯の健康格差が縮小していることが示されてい

ます。

( 出典：フッ化物洗口マニュアル (2022 年版 )) 

(8) 歯科保健におけるフッ化物洗口の効果

　学校等におけるフッ化物洗口は保健管理の一環として実施されていますが、フッ化物洗口を

推進していくことにより健康教育の面での効果も十分期待することができます。健康教育の面

から、以下のようなメリットが考えられます。

(1) 施設・学校における保健活動全般の活性化

(2) 歯科保健に対する小児自身の積極的姿勢が形成

(3) 歯科保健に対する保護者の理解の増加や波及効果

　ただし、このような効果を期待するには、フッ化物洗口を実施するだけでなく、対象者に継

続 的な健康教育を行っていくことが不可欠です。( 出典：フッ化物洗口マニュアル (2022 年版 )) 

図８　都道府県単位の集団フッ化物洗口の

　　　１％普及ごとのむし歯減少量 ( 推定値 )
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＜急性中毒＞

＜慢性中毒＞
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① 関係者の理解・合意

② 現場の理解・合意

③ 保護者の理解

④ フッ化物洗口実施希望調査

⑤ フッ化物洗口実施計画の決定

⑥ 児童生徒（園児）の事前指導

２　フッ化物洗口の実施について
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(3)　フッ化物洗口剤等の種類

表１　フッ化物洗口剤（顆粒）　

種類
商品名

（販売元）

量

（１包あたり）

販売単位

（１箱あたり）

フッ化物

イオン濃度

医療用医薬品

（劇薬）

ミラノール顆粒 11％

（㈱ビーブランド・

メディコーデンタル）

1g

（黄色分包）

   90 包、

 180 包
250ppm

1.8g

（ピンク色分包）

　 90 包、

  180 包、

  450 包、

1080 包

450ppm

900ppm

7.2g

（白色スティック

分包）

 200 包
450ppm

900ppm

－
500g 包装品

（調剤専用）

250ppm

450ppm

900ppm

オラブリス洗口用顆粒

11％

((株)ジーシー昭和薬品)

1.5g
　 60 包、

 120 包

250ppm

450ppm

6g 　60 包 900ppm

表２　フッ化物洗口液

種類
商品名

（販売元）

量

（１本あたり）
販売単位

フッ化物

イオン濃度

医療用医薬品

ビーブランド

（㈱ビーブランド・

メディコーデンタル）

250mL １本

450ppm

（0.1％）

バトラーＦ洗口液
（サンスター㈱）

250mL １箱（６本）

ライオン
（ライオン歯科材㈱）

250mL １箱（６本）

ジーシー
（㈱ジーシー）

250mL １箱（６本）

オラブリス洗口液 0.2％
((株)ジーシー昭和薬品)

ポーションタイプ

10mL
1 箱 ( 50 個 ) 900ppm

(0.2％ )
ボトルタイプ500mL 1 本

第３類医薬品※

エフコート

（サンスター㈱）
250mL １本

225ppm

（0.05％）
クリニカフッ素

メディカルコート

（ライオン歯科材㈱）

250mL １本

※令和元年９月よりフッ化物ナトリウム洗口液の一部が第 1 類医薬品から第３類医薬品に移

行され、薬剤師のほか登録販売者による販売やドラッグストアでの販売が可能なるなど販売

方法が緩和されました。
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学校の長

（保育所、幼

稚園等の長）

薬局開設者又は

卸売販売業者
歯科医師

指示書の交付

発注

※指示書を添付

納品

※　医療用医薬品を納品する際は、卸売販売業者から販売単位で納品することができ

ます。納品については、事前に卸売販売業者に確認してください。

※　支払いについては、市町村（教育委員会）等が支払うことも可能です。

＜参考＞
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(5) フッ化物洗口の実施方法

①フッ化物洗口の方法
　フッ化物洗口には、「毎日法（週 5 回法）」と「週 1 回法」があります（表３）。

　どちらの方法でも予防効果の差はほとんどありませんが、保育所、幼稚園等では、低濃度で

毎日の習慣として「毎日法」を行っている施設が多く、学校では主に「週 1 回法」が行われて

います。

　週 1 回法の場合、900ppm のフッ化物洗口液を用いて洗口を週 1 回行います。

表３　フッ化物洗口の方法の例

洗口法 主な対象 フッ化物濃度 使用液量／１回分

週 5 回（毎日）法 保育所・幼稚園等 250 ～ 450ppm ５～７mL

週１回法 小・中学校 900ppm ※ 10mL

　※小中学校では、学校歯科医の指示のもと、450ppm のフッ化ナトリウム溶液を用いて、

　　１回洗口する方法もあります。

　＜例＞ 450ppm の溶液の作り方

　　　　・ミラノール 1.8 g 1 包を水 200ml に溶解する。

　　　　・オラブリス 1.5 g 1 包を水 167ml に溶解する。

②フッ化物洗口の準備
　【準備するもの】

　　ポリタンク、ディスペンサー付ボトル

　　フッ化物洗口剤（又は洗口液）

　　紙コップ、時間を計るもの（タイマー、砂時計（1 分間）、フッ化物洗口用 CD、など）

　　ティッシュ、ごみ袋

ポリタンク ディスペンサー付ボトル フッ化物洗口剤 紙コップ フッ化物洗口用音楽ＣＤ
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③フッ化物洗口液の作成
　薬剤の使用に当たっては、事前に取扱説明書をよく読んでから使用してください（巻末参照）。

【例１】ミラノール 1.8g 包（ピンク）を使用し、20 名分を作成する場合

　週１回法　900ppm　（１人１回の洗口液量 10mL）

　　ディスペンサー付ボトルにミラノール 1.8g（ピンク色分包）を

　　３包入れます。300mL の水道水を入れて溶かします。

表４　ミラノール１. ８g を使用した場合の洗口液の作成

実施人数
（人）

使用する洗口液
量（mL）

作成量

注意点ミラノール
1.8g （包）

水
（mL）

～   10 　　　～　100 1 100
　ディスペンサー付きボ

トルはノズルに液が残

り、全量を使い切れませ

ん。左記の必要な洗口液

量に対して 100mL の洗

口液を加えて計算してく

ださい。

　例）20 人分を作成す

る場合：300mL を作成

し、洗口後余った液を廃

棄する。

11 ～   20 110 ～　200 2 200

21 ～   30 210 ～　300 3 300

31 ～   40 310 ～　400 4 400

41 ～   50 410 ～　500 5 500

51 ～   60 510 ～　600 6 600

61 ～   70 610 ～　700 7 700

71 ～   80 710 ～　800 8 800

81 ～   90 810 ～　900 9 900

 91 ～ 100 910 ～ 1,000 10 1,000
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【例２】オラブリス 1.5g 包を使用し、20 名分を作成する場合

　週１回法　900ppm　（１人１回の洗口液量 10 mL）

　　ディスペンサー付ボトルにオラブリス 1.5g 包を４包入れます。

　　332mL の水道水を入れて溶かします。

表５　オラブリスを 1.5 ｇを使用した場合の洗口液の作成　

実施人数
（人）

使用する洗口液
量（mL）

作成量

注意点オラブリス 1.5g
（包）

水
（mL）

～   8 ～   80 1  83 　ディスペンサー付きボ

トルはノズルに液が残

り、全量を使い切れませ

ん。1 本あたりの必要な

量に対して 100mL を加

えて計算してください。

※　

　例）20 人分を作成す

る場合：332mL を作成

し、洗口後余った液を廃

棄する。

 9 ～ 16  90 ～ 160 2 167

17 ～ 25 170 ～ 250 3 250

26 ～ 33 260 ～ 330 4 332

34 ～ 41 340 ～ 410 5 416

42 ～ 50 420 ～ 500 6 500

51 ～ 58 510 ～ 580 7 583

59 ～ 66 590 ～ 660 8 666

67 ～ 75 670 ～ 750 9 750

76 ～ 83 760 ～ 830 10 833

【例３】希釈済みの洗口液を使用する場合

　週１回法　450ppm　（１人１回の洗口液量 10 mL）

　　希釈済みの洗口液をそのまま必用な人数分 10 mL ずつ

　　紙コップに注ぎます。

　毎日法　250ppm　（１人１回の洗口液量 10 mL）

　　希釈済みの洗口液をそのまま必用な人数分 10mL ずつ

　　紙コップに注ぎます。
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１　薬剤の管理・洗口の準備

①　フッ化物洗口剤は鍵のかかるところに保管し、

使用の度に取り出し、再度鍵をします。

④　粉が残らないようにしっかりと混ぜます。

②　管理簿に取り出しの記録をします。

⑤　実施する学級分の洗口液を分注します。

③　希釈用ポリタンクに決められた濃度になるよう

にフッ化物洗口剤と水を入れます。

⑥　準備完了です。

※洗口液の作成や分注は発熱等のかぜ症状のない者が行い、石けんで十分な手洗い後に実施しましょう。

※十分に換気を行いましょう。
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４　片付け

⑪　余った洗口液や、使用後の洗口液は排水管に廃

棄します。

⑫　容器等は洗浄後、乾燥させます。

３　洗口

⑦　洗口液を各学級へ分配します。

⑨　30 秒から１分程度ブクブクとうがいをし、口中

に行きわたらせます。

※やや下向きにうがいをすると誤飲しにくくなり　

ます。

※飛沫が飛ばないように、口は閉じて洗口を行います。

⑧　各学級で１名分（10ml）ずつ紙コップ等に分注

します。

※はじめに洗口液が出るまで数回空押しをします。

⑩　うがいが終わったら、紙コップに口を近づけ洗口

液が飛び散らないようにできるだけ低い位置で静

かに吐き出します（コップにティッシュを入れます）

※うがいが終わったら 30 分は飲食をしないように

します。

２　配布
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　新型コロナウイルス感染症流行下では、感染予防の観点から下記のような注意点が日本口腔

衛生学会から出されています。

　感染予防の観点から、洗口中および吐き出し時には飛沫が飛ばないように注意します。 

　吐き出しの際には以下の点に注意します。

　また、感染症の流行による一時的な洗口事業の中断により、う蝕が増加傾向になる可能性が

高くなることから、一時的な中断を選択する際には、国や地域におけるの緊急事態宣言等が撤

回された時には、速やかにフッ化物洗口を再開することが重要です。 

１ 園児・児童・生徒が同じ洗口場を使用する場合

（１）集団で洗口場に行かない

（２）洗口場では間隔をおいて吐き出す

（３）窓を開けて洗口場の換気をよくする

２ 座位で紙コップなどに吐き出す場合

　紙コップを用いて座位で洗口を実施する場合は、洗口液を分注した紙コップにティッシュペー

パーを入れてそこに吐き出す方法、吐き出してからティッシュペーパーで口もとを拭いて紙コッ

プに投入する方法、あるいはその両方の方法で実施する 

（１）できるだけ低い位置で、紙コップで口をふさいでゆっくり吐き出す

（２）吐き出された洗口液は、ティッシュペーパーに十分吸収させる

< 参考 > フッ化物洗口マニュアル (2022年版 )

　　　 フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方について ( 厚生労働省 )

(6) 感染症流行時の対応について
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①　実施前の事前学習　

・ 洗口を開始する前に、ブクブクうがいができるようになるまで、うがいの練習を行い

ます。うがいの様子を見て、誤飲せずに上手にできているかを確認します。

・ 洗口実施日は、児童生徒（園児）の体調について確認します。

②　教材の準備

　視覚支援カードや音楽ＣＤなど、教材を準備します。

③　洗口実施時の支援

・ 児童生徒（園児）が分かりやすいよう、ゆっくり、落ち着いた口調で声かけを行います。

・ 言語指示だけでなく、洗口手順の絵、写真、文字カードなど視覚的にも支援します。

また、音楽ＣＤを使用し、音楽に合わせた洗口も効果的です。

・ 実際に洗口動作を行うなど手本を示します。

・ 洗口実施時には、児童生徒（園児）のうがいの様子（ブクブクしているか、確実に吐

き出しているかなど）を確認します。

・ 主な特徴を考慮して児童生徒（園児）の様子を把握し個々に応じた支援をすることが

必要です。

ダウン症児：口腔内が小さめで、口から液が漏れやすい。

　　　　　　ぶくぶくうがいが苦手。

自 閉 症 児：感覚過敏がある（異物を口に入れることなど）。

　　　　　　新しい事柄についての不安や見通しを持てない。

発達に遅れがある児童生徒（園児）：洗口の習得が遅れがちです。どのような動作

でつまずいているのか把握しましょう。

※　うがいが上手にできない場合は、歯ブラシをフッ化物洗口液に浸して歯磨きする方

法（つけ磨き）でもむし歯予防効果があります。

（7）特別な配慮が必要な児童生徒（園児）に対するフッ化物洗口実施の留意点
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(8) フッ化物洗口液を誤飲したときの対応

　１回分の洗口液を飲み込んでも問題はありませんので、特別な対応をする必要はありません。

　万が一フッ化物洗口液を多量に飲み込むなど過剰に摂取した場合、状況を把握し、誤飲した量

によって以下の対応をします（図９）。（急性中毒については、P６を参照）

　誤飲はないが体調不良を訴える場合、フッ化物洗口以外の要因がないか考え冷静に判断します。

図９　フッ化物洗口液を誤飲したときの対応

表６　急性中毒量を起こす可能性のあるフッ化物量及び洗口液量
　　　（900ppm 10mL で行っているとき）

体重
（kg）

フッ化物量
（mg Ｆ）

洗口液量（mL）
（人数に換算した場合）

20 100 111（11 人分）

30 150 167（16 人分）

40 200 222（22 人分）

50 250 278（27 人分）

１回分の誤飲

問題なし
＊念のため経過を観察する

管理職、養護教諭へ連絡する

急性中毒量未満の誤飲
（表６のフッ化物量参照）

急性中毒量以上の誤飲
（表６のフッ化物量参照）

保護者へ連絡する
病院へ連絡・搬送し、医師
の診察、処置を受ける

管理職、養護教諭に連絡し、指示を受ける

保護者へ連絡する
カルシウム製剤、牛乳又はカルシウムを含む

飲料等を与え、数時間様子を見る※

洗口液の誤飲

※状況を確認し、誤飲した量によって対応します。

　　※カルシウムは、

フッ化物と結合して、胃

からの吸収を阻害しま

す。牛乳のほかカルシウ

ム製剤やカルシウム

飲料等が有効ですの

で、あらかじめ準備

しておくと安心です。
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 年　　月　　日

　○○小学校　保護者　様
 ○○市長　○○○○○○
 ○○校長　○○○○○○

フッ化物洗口実施について（希望調査）

　本日、保護者説明会を開催しましたフッ化物洗口の実施につきまして、次のとおり実施
しますので、下記により希望調査書の提出をお願いします。
　これは、子どもたちの健康な歯の育成のために、地元歯科医師会の御指導と県の支援に
より、町の保健事業として実施するものです。
　フッ化物洗口は、安全性や予防効果に優れた永久歯のむし歯予防方法です。是非とも多
くの方の御参加をお願いいたします。

記

１　実施方法　　フッ化物洗口剤ミラノール顆粒（又はオラブリス）○％（○ g）を水に
　　　　　　　　溶かした洗口液で、週１回、１分間の「ブクブクうがい」をします。
２　開始予定　　○○○○年○○月
３　実施日時　　毎週　　○　曜日　　各学級毎に実施
４　費　　用　　無料　（全額公費負担）
５　申 込 み　　 実施にあたり、下記の希望調査書を御記入のうえ、○月○日（○）までに、
　　　　　　　　学級担任に提出してください。
　　　　　　　　（希望しない方も必ず提出してください）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

き　　り　　と　　り　　せ　　ん　

フッ化物洗口希望調査書

　　※該当する番号に○をつけてください ｡ 
　　　　フッ化物洗口事業に参加することを　　　１　希望します 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　希望しません
　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　年　　　組　　児童氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

 ※押印は不要です

３　参考様式
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指　示　書
 

 

 　　　　　　　○○学校長（様）

 

 

 

別添名簿の児童生徒（園児）を対象に

 

フッ化物洗口液１回分（１週間分）として

 

水○○リットルにフッ化物洗口薬剤ミラノール（又はオラブリス）○○グラムを

溶かして○○％のフッ化ナトリウム水溶液（フッ化物イオン濃度○○○ｐｐｍ）を

作成し、　○年○月から　○年○月まで、児童生徒（園児）１人につき、

○○ｍｌのフッ化物洗口液を用いて、週○回　○分間（○○秒間）洗口させること。

 

　フッ化物洗口後３０分間はうがいや飲食を避けること。

 

 

＜全体必要量＞

 

　１包○○グラムのミラノール（又はオラブリス）　○○包×○○週＝○○○○包

 

 

 

 

 

                                     　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　担当歯科医師

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名            　　         　　　　　　　㊞
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フッ化物洗口薬剤管理簿

　　　　　　 １回分の量　ミラノール（又はオラブリス）○ g 包（○○の袋 )　×○袋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設名　　　○○学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者　　　○○○○

令和　　年度

月 日
受入量又は
期始在庫

受渡者 使用量
希釈量
（mL）

残量
取扱者又
は点検者

備考

○／○ ○ g ×○包
( 氏名 )
○○

（使用期限）

令和〇年〇月〇日

○／○ ○ g ×○包
（氏名）

○○
( 氏名 )
○○

（使用期限）

令和〇年〇月〇日

○／○ ○ g ×○包 ○○ ○ g ×○包 ○○ 練習

○／○ ○ g ×○包 ○○ ○ g ×○包 ○○ 洗口開始

○／○ ○ g ×○包 ○○ ○ g ×○包 ○○

○／○ ○ g ×○包 ○○ ○包 ○○

○／○ ○ g ×○包
（氏名）

○○
（使用期限）

令和〇年〇月〇日

／

／

／

／

／

／

／

／

／

No.　　　　　　

年度始めに期始在庫を記入する

受け入れた際に記載する

受け入れた際に記載する
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（１）　フッ化物に関すること 
　　  なぜフッ化物がむし歯を防ぐのですか？

フッ化物には ､ 再石灰化を促進し ､ 歯を溶けにくくし、むし歯菌の活動を抑制する作用が

あります。

　　  むし歯予防に利用するフッ化物は、どのように作られていますか。

自然に存在する蛍石から精製されたフッ化ナトリウムが使用されています。お茶に含まれ

ているものと同じ性質です。

　　  工業用のフッ素とどう違うのですか？

工業用フッ素は強酸性の化合物であり、むし歯予防には使われません。むし歯予防に使わ

れるフッ化物（フッ化ナトリウム）は、蛍石や氷晶石などから精製した無機のフッ化物で

あり、水に溶けるとイオン化してフッ化物イオンになります。これは、天然の海産物やお

茶から溶け出るものと同じ性質です。

一方、工業用に製造され、泡消化剤や撥水加工などに使われる PFOS（ペルフルオロオク

タンスルホン酸） や PFOA （ペルフルオロオクタン酸）は、炭素元素が含まれる有機フッ

素化合物であり、むし歯予防に使われるフッ化物としては全く別ものです。

　　  フッ化物洗口は、劇薬を用いると聞きましたが、大丈夫でしょうか。

心配ありません。粉末は劇薬に該当しますが、洗口に用いる溶液は、濃度の高い週１回法

でもフッ化物イオン濃度が 0.09％（900ppm）なので、普通薬になります。

　　  フッ化物洗口の後で口の中に残るフッ化物量はどれくらいですか。身体に蓄積されますか。

フッ化物洗口後に口の中に残るフッ化物の量は、フッ化物濃度 250ppm、週 5 日（毎日）

法で実施している場合、0.2mg 程度で、お茶１～２杯に含まれる量と同じです。フッ化物

は身体に必要な物質なので必要な量は蓄積され、必要ない分は、尿や便、汗、涙、唾液等

から排泄されます。

　　　表７　フッ化物洗口後に口の中に残るフッ化物量

洗口回数
フッ化物濃

度

１回量 口の中に残るフッ化物の量

使用量 フッ化物量 残留率 フッ化物量

週５回

（毎日）法

250ppm
５mL

1.3mg
10 ～ 15％

0.1 ～ 0.2mg

450ppm 2.3mg 0.2 ～ 0.3mg

週１回 900ppm 10mL 9mg 10 ～ 15％ 0.9 ～ 1.4mg

　　  お茶や食べ物にフッ化物が含まれているなら、それでむし歯予防にはなりませんか。

お茶には比較的多くのフッ化物が含まれていますが、イオンとして溶ける濃度が低いので

むし歯予防を十分に期待することはできません。むし歯を予防するには、おやつの取り方

を考え、歯みがきで歯をきれいにし、フッ化物で歯を強くする必要があります。また、フッ

化物が多く含まれるお茶や小魚などを摂取しても、タンパク質などに吸着していますので、

食べただけではむし歯予防にはなりません。

４　フッ化物洗口Ｑ＆Ａ

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6
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Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16
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Q17

Q18

Q19

Q20

Q21

効果的な時間帯というものはありませんが、洗口後 30 分は飲食やうがいを避けた方が効

果が高いので、それを考慮した時間帯が適当と言えます。
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Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Q28

Q22
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５　「フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方」について

各都道府県知事 殿
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１．はじめに 

　フッ化物応用によるう蝕予防の有効性と安全性は、すでに国内外の多くの研究により示されてい

る。わが国においては、歯科医療機関で行うフッ化物歯面塗布法や保育所、幼稚園、認定こども園、

小学校及び中学校等（以下「施設等」という。）で行うフッ化物洗口法等のフッ化物局所応用による

う蝕予防が地域の実情に応じて行われてきた。こうした取組等の成果もあり、小児のう蝕罹患率に

ついては、全体として減少傾向にあるが、他方で社会経済因子や地域差による健康格差が指摘され

ている。また、今後は成人期以降の残存歯の増加によるう蝕の増加や高齢者に好発する根面う蝕の

増加等が予測される。このため、健康格差の縮小に向けて、生涯を通じたう蝕予防への更なる取組

が必要とされている。 

 う蝕予防の有効性、安全性及び高い費用便益率等の医療経済的な観点から、世界保健機関（ＷＨＯ）

をはじめ、様々な関係機関により、フッ化物応用が推奨されている。フッ化物応用の１つであるフッ

化物洗口の取扱いについては、「フッ化物洗口ガイドラインについて」（平成 15 年１月 14 日付け医

政発第 0114002 号・健発第 0114006 号厚生労働省医政局長及び健康局長連名通知。以下「ガイド

ライン」という。）を発出し、関係機関等に周知を図ってきたところであり、以降、フッ化物洗口を

実施する施設等の数及び人数も増加しており、地域で広く普及してきている。 

 　「歯科口腔保健の推進に係るう蝕対策ワーキンググループ報告書」（令和元年６月４日）においても、

新しいフッ化物洗口剤の流通や自治体における歯科口腔保健を取り巻く状況に対応するため、ガイ

ドラインの見直しを検討すべき旨が示された。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、集

団フッ化物洗口が一時的に中断されるなど、フッ化物洗口を取り巻く状況は変化している。 

　こうした環境の変化に対応しつつ、健康格差の縮小や生涯を通じたう蝕予防の取り組みの一環と

して、適切なフッ化物洗口を継続的に実施することが必要であることから、フッ化物応用を含めた

う蝕予防の手法について、令和３年度厚生労働科学研究事業において、「歯科口腔保健の推進に資す

るう蝕予防のための手法に関する研究」が実施され、報告書が取りまとめられた。本研究において、

集積した新たな知見も踏まえて、施設等で集団で行うフッ化物洗口（以下「集団フッ化物洗口」と

いう。）に関する新たな「フッ化物洗口マニュアル」（2022 年版）が作成された。 

　こうした研究結果の知見等も踏まえつつ、今般ガイドラインの改訂版として、「フッ化物洗口の推

進に関する基本的な考え方」を示すこととした。

フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方

別紙

２．フッ化物洗口の考え方について

（１）対象者

　フッ化物洗口法は、とくに４歳から 14 歳までの期間に実施することがう蝕予防対策として最も大

きな効果をもたらすことが示されている。４歳未満では、適切な洗口ができず誤飲のリスクが多い

ため対象としない。また、成人及び高齢者のう蝕の再発防止や根面う蝕の予防にも効果があること

が示されている。

　１）小児期 

○フッ化物洗口は、歯のエナメル質にフッ化物を作用させる方法である。特に、永久歯エナメル

質の成熟が進んでいない幼児及び児童生徒等に実施することで、う蝕予防対策として効果的で

ある。
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○う蝕の予防及び健康格差の縮小の観点から、集団フッ化物洗口を施設等で実施することが望ま

しい。

○その他、必要に応じて、歯科医師の指導に従い、家庭等でのフッ化物洗口の実施やフッ化物配

合歯磨剤の使用等のフッ化物局所応用を実施すること。

２）小児期以降

○生涯にわたりフッ化物を歯に作用させることは、う蝕の再発防止や高齢期での根面う蝕の予防

の観点から効果的である。

○小児期以降においても、フッ化物局所応用を実施することが望ましい。

３）その他

○口腔清掃が困難であり口腔内を清潔に保つことが難しく、う蝕のリスクが高い者において、う

がいを適切に実施できる場合には、フッ化物洗口は効果的である。

（２）方法

　フッ化物洗口法には、主に、毎日法（約 250ppm 又は約 450ppm のフッ化ナトリウム溶液の洗口

液を使用。）と週１回法（約 900ppm のフッ化ナトリウム溶液の洗口液を使用。）がある。フッ化物

洗口法は、対象者や利便性に合わせて選択する。

３．集団フッ化物洗口の実施について 

　集団フッ化物洗口は、個人の環境によらず、集団のすべての人がう蝕予防効果を得られる。この

ため、ポピュレーションアプローチとして、集団フッ化物洗口を実施することは、う蝕に関する健

康格差の縮小につながることが期待される。 

　集団フッ化物洗口を実施する際は、歯科医師、薬剤師等（以下「歯科医師等」という。）の指導の下、

適切な方法で実施し、安全性を確保した上で実施する。その際、集団フッ化物洗口を実施する施設

等の職員を含む関係者（以下「施設等の関係者」という。）の理解と協力を得ること。 

（１）フッ化物の管理

  ○集団フッ化物洗口においては、原則として、医薬品を使用すること。なお、医薬品を使用する場

合は添付文書の記載に従い、適切なフッ化物洗口を実施すること。

  ○フッ化物は歯科医師等の指導及び添付文書等に従い適切に管理し、直射日光のあたらない涼しい

所等で保管すること。

  ○洗口液に希釈する前の顆粒の状態のフッ化物は劇薬であることから、他の物と区別して貯蔵する

こと。また、フッ化物顆粒の使用量や残量等について、薬剤出納簿等を活用して管理すること

が望ましい。



29



30

○保護者等を対象とした説明会等を開催し、集団フッ化物洗口の具体的な方法、期待される効果、

安全性等について十分に情報提供を行い、実施に当たってはフッ化物洗口の実施に関する希望

調査を行い、保護者等の意向も確認すること。

（２）フッ化物洗口を希望しない者について

○施設等において、フッ化物洗口を希望しない者がいる場合には、洗口時間帯に水で洗口させる

などの必要な配慮を行うこと。

（３）他のフッ化物局所応用の組合せ

○フッ化物洗口とフッ化物歯面塗布、フッ化物配合歯磨剤の使用等の他のフ ッ化物局所応用を併

用しても、問題はない。

（４）パンデミック発生時等の対応について

○飛沫感染するリスクのある感染症のパンデミック発生時等には、感染予防の観点から、洗口中

及び吐き出し時に飛沫が飛ばないように注意すること。 

○パンデミック等の影響により、例えば緊急事態宣言に伴い、一時的に集団フッ化物洗口を中断

した場合は、緊急事態解除宣言時等に、地域における感染状態及び感染対策の状況等を踏まえ

つつ、必要に応じて各地域の関係者で協議を行い、集団フッ化物洗口の再開の時期等を適宜判

断すること。

５．地方公共団体による集団フッ化物洗口事業の実施について 

  集団フッ化物洗口事業は、各地域における関係者との協議状況等を踏まえて実施する。地方公

共団体の集団フッ化物洗口事業の導入に当たっては、以下の標準的な取組手順を参考にされた

い。

① 担当者間の集団フッ化物洗口の実施に関する検討

②集団フッ化物洗口事業を実施する際の関係者（歯科保健担当部局や教育担当部局等を含めた行

政関係者や歯科医師会等の関係団体）間の合意形成

③ 集団フッ化物洗口を実施する施設等の関係者に対する説明

④ フッ化物洗口対象者本人あるいは保護者に対する説明

⑤ 施設等における集団フッ化物洗口の導入・実施

６．フッ化物洗口の安全性について

（１）フッ化物洗口液の誤飲あるいは口腔内残留量と安全性

  フッ化物洗口液については、たとえ１人１回分を全量誤飲した場合でも、直ちに健康被害が発

生することはないと考えられていることから、安全性は確保されている。

１）急性中毒

　通常のフッ化物洗口の方法であれば、フッ化物の急性中毒の心配はない。
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 ２）慢性中毒

 　長期間継続してフッ化物を過剰摂取した場合に生じうるフッ化物の慢性中毒には、歯と骨の

フッ素症がある。 

 　歯のフッ素症は、顎骨の中で歯が形成される時期に、長期間継続して過量のフッ化物が摂取

されたときに生じる症状である。フッ化物洗口を開始する時期が４歳であれば、永久歯の切歯

や第一大臼歯は歯冠部がほぼ完成しており、また他の歯は形成途上であるが、フッ化物洗口に

おける微量な口腔内残留量等では、歯のフッ素症が発現することはない。 

 　骨のフッ素症は、８ppm 以上の飲料水を 20 年以上飲み続けた場合に生じる症状であること

から、フッ化物洗口における微量な口腔内残留量では、発現することはない。

（２）有病者に対するフッ化物洗口

　 フッ化物洗口は、適切なうがいができない者等を除き、う蝕予防法として奨められる方法で

ある。

　 また、水道水にフッ化物が添加されている地域のデータを基にした疫学調査等によって、フッ

化物と骨折、ガン、神経系及び遺伝系の疾患、アレルギー等の疾患との関連等は否定されている。

７．その他 

 　施設等における集団フッ化物洗口に関する詳細については、令和３年度厚生労働科学研究事業

「歯科口腔保健の推進に資するう蝕予防のための手法に関する研究」で作成された「フッ化物洗口

マニュアル」（2022 年版）を参照されたい。
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６　参考資料

（１）フッ化物洗口剤添付文書

①「ミラノール添付文書」
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②「オラブリス添付文書」等
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オラブリス洗口液 0.2%　ポーションタイプ・ボトルタイプはこちら
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